
 

第７６号議案 

北部大阪都市計画地区計画の決定（高槻市決定）について 

 

 ・ 地区計画案の策定の経緯 

 ・ 都市計画法等に基づく手続き 

 ・ 区域界説明図 
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１ 地区計画案の策定の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記意見を受けて、主として以下の項目を地区計画に反映した。 

 

日吉台四番町地区 地区計画連絡会議 

構 成 員 

１ 日吉台自治会街づくり委員会 

２ 財務省近畿財務局管財部 

３ 高槻市都市創造部都市づくり推進課 

開催実績 

第１回 平成２６年７月２２日開催 

第２回 平成２６年８月２９日開催 

第３回 平成２６年１０月１６日開催 

都市計画に係る 

主な意見 

・地区内の一部には日常に必要な店舗など立地可能な用途に幅を 

持たせてもよいのではないか。 

・周辺と調和するよう全て低層建築物となるようにできないか。 

建築物の用途の

制限の考え方 

住宅、診療所兼住宅のほか、一部区域で５００㎡以内の店舗等の

生活利便施設も許容 

壁面の位置の制

限の考え方 

北側の敷地境界線と道路境界線まで１ｍ以上、その他は０．５ｍ

以上 

建築物の高さの

限度の考え方 

第一種低層住居専用地域、第一種高度地区と同等の制限、軒高７．

０ｍ以下 

 ・財務省近畿財務局では、日吉台四番町の公務員宿舎の売却を予定 

・地元が近畿財務局に対して、地域のまちづくりへの配慮を要望 

 

 近畿財務局が一定の理解を示し、地域・近畿財務局・市の三者で 

当地区の土地利用ルール（地区計画）を検討する会議を設置 
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２ 都市計画法等に基づく手続き 

 

○手続きフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○説明会の開催（法第１６条） 

日 時 平成２６年１２月１５日（月）１４：００～１５：００ 

場 所 日吉台自治会館 

参加者数 １４名 

主な意見 

・地区計画の内容に加え、周辺地区で定められている日吉台建築協

定も遵守してほしいとの地元要望を、開発業者に対して説明して

ほしい。 

 

 

○都市計画の案の縦覧 

高槻市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づく縦覧 

縦 覧 期 間 平成２７年１月５日（月）～１月１９日（月） 

意見書の提出 なし 

 

都市計画法に基づく縦覧（法第１７条） 

縦 覧 期 間 平成２７年２月１６日（月）～３月２日（月） 

意見書の提出 なし 
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